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国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）は
、

加
入
者
の
医
療
費
と
後
期
高
齢
者

の
医
療
費
を
現
役
世
代
か
ら
支
援

す
る
費
用
、
お
よ
び
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
・
介
護
予
防
事
業
の
費
用

に
充
て
ら
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　

平
成
27
年
度
の
国
保
税
の
税
率

等
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
国
保
税
率
の
設
定
に

当
た
り
医
療
費
の
伸
び
を
3
・
0

％
と
見
込
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

一
人
当
た
り
の
国
保
税
賦
課
額
は

対
前
年
度
比
7
・
3
％
増
と
な
り

ま
す
が
、
前
年
度
繰
越
金
の
う
ち

9
5
0
0
万
円
を
国
保
税
軽
減
に

活
用
す
る
と
と
も
に
、
財
政
調
整

基
金
を
5
千
万
円
取
り
崩
す
こ
と

で
、
一
人
当
た
り
国
保
税
賦
課
額

は
対
前
年
並
み
に
な
り
ま
し
た
。

　

国
保
税
は
①
医
療
保
険
分（
医

療
分
）②
後
期
高
齢
者
等
支
援
金

分（
支
援
金
分
）③
介
護
納
付
金
分

（
介
護
分
。
40
歳
以
上
65
歳
未
満

の
方
が
対
象
）の
三
つ
の
区
分
の

合
計
額
が
、
そ
の
世
帯
の
国
保
税

額
と
な
り
ま
す
。

　

各
課
税
区
分
の
税
額
は
、
世
帯

加
入
者
の
所
得
、
固
定
資
産
、
人

数
な
ど
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
税
率
等
で
算
出
し
ま
す
。

《平成27年度の課税区分ごとの税率》

《賦課割合の変化》

《前年所得と軽減割合》

を
医
療
保
険
者

が
負
担
し
合
い

ま
す
。
国
民
健

康
保
険
が
負
担

す
る
支
援
金
額
か
ら
国
・
県
補
助

金
な
ど
を
差
し
引
い
た
額
を
国
保

税
と
し
て
負
担
し
ま
す
。

③
介
護
分（
国
が
定
め
る
介
護
費

用
の
額
か
ら
算
定
）

　

介
護
納
付
金
の
額
か
ら
、
国
・

県
補
助
金
等
を
差
し
引
い
た
額
を

国
保
税
と
し
て
負
担
し
ま
す
。

①
医
療
分（
一
年
間
に
予
想
さ
れ

る
医
療
費
の
総
額
か
ら
算
定
）

　

国
民
健
康
保
険
が
負
担
す
る
医

療
費
な
ど
か
ら
、
国
・
県
補
助
金

等
を
差
し
引
い
た
額
を
国
保
税
と

し
て
負
担
し
ま
す
。

②
支
援
金
分（
国
が
定
め
る
後
期
高

齢
者
医
療
費
の
額
か
ら
算
定
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
費
の
約
4
割

一
世
帯
当
た
り
の

　
　

国
保
税
額
の
決
ま
り
方

納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

資
産
割
の
見
直
し

国
保
税
の
軽
減
・
減
免
制
度

　

世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な
く

て
も
、
世
帯
内
に
国
保
加
入
者
が

い
れ
ば
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

に
な
り
ま
す
。

　

豊
岡
市
の
国
保
税
は
所
得
割
、

資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
の
4

区
分
で
課
税
し
て
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
、
資
産
割
を
平
成
36
年
度
に

廃
止
し
、
そ
の
分
を
所
得
割
へ
賦

課
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
激
変

緩
和
の
た
め
、
本
年
度
か
ら
賦
課

割
合
を
徐
々
に
減
少
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

軽
減
制
度

▼
低
所
得
世
帯
に
対
す
る
軽
減

　

前
年
の
総
所
得
金
額
に
よ
り
、

次
の
よ
う
な
世
帯
は
、
均
等
割
額

お
よ
び
平
等
割
額
を
軽
減
し
ま
す
。

な
お
、
本
年
度
か
ら
5
割
軽
減
と

2
割
軽
減
の
判
定
基
準
が
緩
和
さ

れ
ま
し
た
。

課税区分 医療分 支援金分 介護分
所　得　割
（所得） 6.16％ 1.34％ 2.14％

資　産　割
（固定資産税） 22.75％ 4.96％ 10.52％

均　等　割
（被保険者数） 24,500円 5,500円 10,800円

平　等　割
（１世帯につき） 19,500円 4,400円 5,800円

賦課限度額 520,000円 170,000円 160,000円

平
成
27
年
度 

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
等
決
定

国
保
税
賦
課
額
は
前
年
並
み
に

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

所得割 41％ 42％ 43％ 44％ 45％ 46％ 47％ 48％ 49％ 50％

資産割 ９％ ８％ ７％ ６％ ５％ ４％ ３％ ２％ １％ ０％

均等割 35％（変更なし）

平等割 15％（変更なし）

軽減割合 現行 改正後

７割軽減 33万円 現行どおり

５割軽減
33万円＋24.5万円×
被保険者数

33万円＋26万円×
被保険者数

２割軽減
33万円＋45万円×
被保険者数

33万円＋47万円×
被保険者数

国 保 税
＝

① 医 療 分

＋

②支援金分

＋

③ 介 護 分
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は
申
請
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
方
が
、
市
立
霊
苑
の
永
代

使
用
許
可
を
受
け
て
い
な
い
方

▼
申
込
方
法　

墓
所
使
用
許
可
申

請
書
に
記
入
の
上
、
戸
籍
全
部

事
項
証
明
書（
戸
籍
謄
本
）、
住

民
票
の
写
し（
謄
本
）を
添
付
し

て
申
込
み
▽
本
市
に
住
所
の
な

い
方
は
、
管
理
人
選
任
届
が
必

要
▽
申
請
書
等
は
生
活
環
境
課

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

▼
施
設
の
概
要　

墓
所
：
第
1
期

工
事
3
2
3
区
画（
平
成
27
年

5
月
末
1
1
0
区
画
永
代
使
用

許
可
済
）▽
ト
イ
レ
、
水
く
み

用
水
栓
あ
り

《
申
込
み
・
問
合
せ
》
生
活
環
境
課

環
境
衛
生
係
☎
23

－

5
3
0
4

　

平
成
23
年
10
月
か
ら
使
用
を
開

始
し
て
い
る
東
霊
園
。
せ
せ
ら
ぎ

や
ビ
オ
ト
ー
プ
を
配
置
し
た
緑
あ

ふ
れ
る
霊
苑
で
す
。

　

駐
車
場
か
ら
墓
所
区
画
ま
で
段

差
が
な
く
、
誰
で
も
安
心
し
て
お

参
り
で
き
ま
す
。
墓
所
を
お
探
し

で
し
た
ら
、
ぜ
ひ
、
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

▼
名
称　

市
立
東
霊
苑

▼
場
所　

市
場
4
9
0
番
地
の
2

▼
区
画
面
積 

6
平
方
メ
ー
ト
ル

（
間
口
2
ｍ
×
奥
行
3
ｍ
）

▼
対
象　

本
市
に
住
所
ま
た
は
本

籍
を
有
す
る
方
▽
申
請
者
ま
た

《使用料等》

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移

行
に
伴
う
激
変
緩
和
措
置

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移

行
に
伴
い
、
同
じ
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
の
国
保
税
が
過
大
と
な

ら
な
い
よ
う
し
ま
す
。

▽
国
保
税
の
軽
減
判
定

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
で
、

世
帯
の
国
保
被
保
険
者
が
減
少
し

て
も
、
従
前
ど
お
り
後
期
高
齢
者

の
所
得
お
よ
び
人
数
も
含
め
て
軽

減
判
定
を
行
い
ま
す
。

▽
平
等
割
の
軽
減

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
移
行
し
た

後
期
高
齢
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
国
保
単
身
世
帯
の
医
療
分
と

支
援
金
分
の
平
等
割
を
、
移
行
し

た
月
か
ら
5
年
間
は
2
分
の
1
、

そ
の
後
3
年
間
は
4
分
の
1
を
減

額
し
ま
す
。

▼
非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る
軽

減（
離
職
し
た
月
の
翌
年
度
末

分
ま
で
）

　

平
成
21
年
3
月
31
日
以
降
に
解

雇
や
倒
産
な
ど
で
、
非
自
発
的
な

国
保
税
を
長
い
間
滞
納
す
る
と

市
立
東
霊
苑

永
代
使
用
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
国
保
加

入
者
に
つ
い
て
、
国
保
税
算
定
に

用
い
る
前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与

所
得
を
1
0
0
分
の
30
に
減
額
し

て
計
算
し
ま
す
。
詳
細
は
、
市
民

課
国
保
医
療
係
ま
で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い（
申
告
書
の
提
出
が

必
要
で
す
）。

除
さ
れ
、
均
等
割
と
平
等
割
が
2

分
の
1
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
詳
細

は
、
市
民
課
国
保
医
療
係
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い（
申
請
書
の

提
出
が
必
要
で
す
）。

区分 永代使用料 管理料（年額）

本市に住所を
有する方 780,000円 3,000円

本市内に住所を
有しない方

（本籍のみ本市内の方）
936,000円 3,000円

　

特
別
な
事

情
も
な
く
国

保
税
を
長
い

間
滞
納
す
る

と
、
被
保
険

者
証
を
返
還

し
て
い
た
だ

き
、
代
わ
り
に「
被
保
険
者
資
格

者
証
」を
交
付
し
ま
す（
た
だ
し
、

高
校
生
以
下
の
加
入
者
に
は
6
カ

月
の
短
期
保
険
証
を
交
付
し
ま

す
）。
こ
の
場
合
、
医
療
費
を
一

度
、
全
額
自
己
負
担
し
て
い
た
だ

き
、
後
で
保
険
給
付
分
を
申
請
で

支
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
経

済
的
な
事
情
で
納
付
が
困
難
な
方

は
、
早
め
に
税
務
課
収
税
係
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》

・
申
告
・
課
税
…
税
務
課
市
民
税

係
☎
21

－

9
0
4
5

・
納
税
方
法
…
税
務
課
収
税
係

　

☎
23

－

1
1
1
8

・
医
療
・
給
付
…
市
民
課
国
保
医

療
係
☎
21

－

9
0
6
1

※永代使用料とは、永代（子々孫々）にわたり、区画を
お貸しする費用です。許可時にお納めいただき、以
降は不要です。

　自分の家の庭や畑等に勝
手にお墓を作ったり、遺骨
をお墓以外の場所に埋めた
りすることは法律で禁止さ
れています。お墓を作りた
い、移設したい方は、ぜひ、
市立東霊苑を利用してくだ
さい。

お墓の豆知識

減
免
制
度

▼
災
害
・
廃
業
・
生
活
困
窮
世
帯

に
対
す
る
減
免

　

災
害
・
廃
業
・
生
活
困
窮
な
ど

で
国
保
税
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
程
度
で
国

保
税
の
一
部
が
減
免
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
税
務
課

市
民
税
係
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▼
被
用
者
保
険
等
の
被
扶
養
者
が

国
保
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
る
減
免（
当
分
の
間
）

　

75
歳
に
な
る
方
が
、
被
用
者
保

険
な
ど
の
被
保
険
者（
本
人
）か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
、

そ
の
被
扶
養
者
が
国
保
に
加
入
し

た
場
合
、
所
得
割
・
資
産
割
が
免


